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税
効
果
関
連
の
法
人
税
等
会
計
基
準

等
改
正
案
、公
表
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ｐ
Ａ

会
　
　
計

令
和
４
年
度
税
制
改
正
法・関
連
政
省

令
、公
布

税
　
　
務

去
る
３
月
25
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
４
７
６
回
企
業
会
計
基

準
委
員
会
を
開
催
し
た
。

税
効
果
会
計
に
関
し
て
、
①
税
金

費
用
の
計
上
区
分
（
そ
の
他
の
包
括

利
益
に
対
す
る
課
税
）、
お
よ
び
②

グ
ル
ー
プ
法
人
税
制
が
適
用
さ
れ
る

場
合
の
子
会
社
株
式
等
（
子
会
社
株

式
ま
た
は
関
連
会
社
株
式
）
の
売
却

に
係
る
税
効
果
に
つ
い
て
、
審
議
が

行
わ
れ
、前
回
親
委
員
会（
２
０
２
２

年
４
月
10
日
号
（
№
１
６
４
１
）
情

報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参
照
）
で
聞
か
れ

た
意
見
を
も
と
に
、
微
修
正
さ
れ
た

次
の
文
案
が
示
さ
れ
た
。

・
企
業
会
計
基
準
公
開
草
案
71
号（
企

業
会
計
基
準
27
号
の
改
正
案
）「
法

人
税
、
住
民
税
及
び
事
業
税
等
に

関
す
る
会
計
基
準
（
案
）」

・
企
業
会
計
基
準
公
開
草
案
72
号
（
企

業
会
計
基
準
25
号
の
改
正
案
）「
包

括
利
益
の
表
示
に
関
す
る
会
計
基

準
（
案
）」

・
企
業
会
計
基
準
適
用
指
針
公
開
草

案
72
号
（
企
業
会
計
基
準
適
用
指

針
28
号
の
改
正
案
）「
税
効
果
会

計
に
係
る
会
計
基
準
の
適
用
指
針

（
案
）」

委
員
全
員
の
賛
成
で
公
表
が
議
決

さ
れ
た
（
３
月
30
日
公
表
）。
コ
メ

ン
ト
期
限
は
２
０
２
２
年
６
月
８

日
。ま

た
、
３
月
30
日
に
日
本
公
認
会

計
士
協
会
は
、
前
記
の
改
正
内
容
が

影
響
す
る
と
し
て
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
か
ら
改

正
の
依
頼
を
受
け
た
次
の
実
務
指

針
等
の
改
正
案
を
公
表
し
た
。
コ

メ
ン
ト
期
限
は
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
と
同
様
、

２
０
２
２
年
６
月
８
日
。

・
会
計
制
度
委
員
会
報
告
４
号
「
外

貨
建
取
引
等
の
会
計
処
理
に
関
す

る
実
務
指
針
」

・
同
７
号
「
連
結
財
務
諸
表
に
お
け

る
資
本
連
結
手
続
に
関
す
る
実
務

指
針
」

・
同
９
号
「
持
分
法
会
計
に
関
す
る

実
務
指
針
」

・
同
14
号
「
金
融
商
品
会
計
に
関
す

る
実
務
指
針
」

・
金
融
商
品
会
計
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ

去
る
３
月
31
日
、
令
和
４
年
度
税

制
改
正
を
盛
り
込
ん
だ
法
律
４
号

「
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
」
お
よ
び
関
連
す
る
改
正
政
省

令
が
公
布
さ
れ
た
。

主
な
改
正
は
次
の
と
お
り
。

法
人
税
法
関
係
の
一
部
改
正

⑴　
混
合
配
当
の
取
扱
い
の
見
直
し

資
本
の
払
戻
し
等
が
行
わ
れ
た
場

合
に
お
け
る
減
少
す
る
資
本
金
等
の

額
お
よ
び
配
当
等
の
額
と
み
な
す
金

額
に
つ
い
て
、
次
の
見
直
し
が
行
わ

れ
た
（
法
令
８
、
23
）。

・
減
少
す
る
資
本
金
等
の
額
の
計
算

の
基
礎
と
な
る
減
資
資
本
金
額
等

な
ら
び
に
配
当
等
の
額
と
み
な
す

金
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
払
戻

等
対
応
資
本
金
額
等
は
、
そ
の
資

本
の
払
戻
し
に
よ
り
減
少
し
た
資

本
剰
余
金
の
額
等
に
よ
る
出
資
総

額
等
の
減
少
額
を
上
限
と
す
る
。

・
２
以
上
の
種
類
株
式
を
発
行
し
て

い
た
法
人
が
資
本
の
払
戻
し
を

行
っ
た
場
合
に
お
け
る
減
少
す
る

資
本
金
等
の
額
の
計
算
の
基
礎
と

な
る
減
資
資
本
金
額
お
よ
び
配
当

等
の
額
と
み
な
す
金
額
の
計
算
の

基
礎
と
な
る
所
有
株
式
に
対
応
す

る
資
本
金
等
の
額
は
、
そ
の
資
本

の
払
戻
し
に
係
る
各
種
類
の
株
式

の
種
類
資
本
金
額
を
基
礎
と
し
て

計
算
す
る
。

⑵　
グ
ル
ー
プ
通
算
制
度
の
見
直
し

次
の
改
正
が
行
わ
れ
た
。

・
益
金
の
額
お
よ
び
損
金
の
額
に
算

入
さ
れ
な
い
通
算
税
効
果
額
か
ら
、

利
子
税
の
額
に
相
当
す
る
金
額
と

し
て
各
通
算
法
人
間
で
授
受
さ
れ

る
金
額
を
除
外
す
る
（
法
法
26
、

38
）。

・
通
算
制
度
の
開
始
お
よ
び
通
算
制

度
か
ら
の
離
脱
等
に
伴
う
資
産
の

時
価
評
価
に
つ
い
て
、
通
算
制
度

か
ら
の
離
脱
時
に
係
る
時
価
評
価

資
産
に
帳
簿
価
額
が
１
、０
０
０
万

円
未
満
の
営
業
権
を
加
え
る
（
法

令
131
の
17
）。

租
税
特
別
措
置
法
関
係
の一部
改
正

⑴　
賃
上
げ
に
係
る
税
制
の
拡
充

次
の
改
正
が
行
わ
れ
た
（
措
法
42

の
12
の
５
、
措
令
27
の
12
の
５
）。

大
企
業
等
が
、
継
続
雇
用
者
の
給

与
総
額
を
３
％
以
上
増
加
さ
せ
た
場

合
、
15
％
の
税
額
控
除
が
で
き
る

（
４
％
以
上
増
加
の
場
合（
＋
10
％
）、

教
育
訓
練
費
を
２
割
以
上
増
加
の
場

合
（
＋
５
％
）、
そ
れ
ぞ
れ
控
除
率

を
上
乗
せ
）。

ま
た
、
一
定
規
模
以
上
の
大
企
業

に
対
し
て
は
、
給
与
の
引
上
げ
の
方

針
、
取
引
先
と
の
適
切
な
関
係
の
構

築
の
方
針
等
を
公
表
し
て
い
る
こ
と

を
要
件
化
す
る
。

教
育
訓
練
費
要
件
を
満
た
す
に

は
、
教
育
訓
練
費
の
明
細
を
記
載
し

た
書
類
の
保
存
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

⑵　
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の

促
進
に
係
る
税
制
の
拡
充

特
別
新
事
業
開
拓
事
業
者
に
対
し

特
定
事
業
活
動
と
し
て
出
資
を
し
た

場
合
の
課
税
の
特
例
に
つ
い
て
、
一

定
の
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ

た
場
合
に
特
別
勘
定
を
取
り
崩
し
て

益
金
算
入
す
る
期
間
を
特
定
株
式
の

取
得
の
日
か
ら
３
年
（
改
正
前
：
５

年
）
と
し
た
う
え
、
そ
の
適
用
期
限

を
２
年
延
長
す
る
（
措
法
66
の
13
、

措
令
39
の
24
の
２
）。

＊　

一
部
の
規
定
を
除
き
、
２
０
２
２

年
４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
。
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意
思
表
示
と
い
う
重
要
概
念

白
川　

敬
裕

経
理
に〝
効
く
〟

法
律
雑
学

売
買
等
の
取
引
を
す
れ
ば
、
売
主
に

は
代
金
請
求
権
が
発
生
し
、
買
主
は

商
品
の
所
有
権
を
取
得
し
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
取
引
の
基
本
的
な
ル
ー
ル
は

「
民
法
」（
以
下
、
条
文
番
号
は
民
法

を
指
し
ま
す
）
と
い
う
法
律
が
定
め
て

い
ま
す
。　
　

法
律
学
と
し
て
の
民
法
を
学
ぶ
際
、

教
科
書
の
第
１
章
に
登
場
す
る
の
が

「
意
思
表
示
」
と
い
う
概
念
で
す
。
た

と
え
ば
、
飲
食
店
を
営
む
Ａ
が
店
舗

用
の
賃
貸
物
件
を
借
り
る
場
合
、
次

の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
、
大
家
Ｂ

に
申
込
み
を
し
ま
す
。

「
①
こ
の
物
件
の
近
く
に
駅
が
で

き
る
ら
し
い
。
集
客
が
で
き
そ
う
だ
」

（
内
心
に
あ
る
動
機
）
→
「
こ
の
物

件
を
借
り
よ
う
」（
内
心
に
生
じ
た

意
思
）
→
賃
貸
申
込
書
を
Ｂ
に
差
し

出
す
（
外
部
へ
の
表
示
）。

こ
の
よ
う
に
、
あ
る
動
機
に
よ
っ
て

生
じ
た
内
心
の
意
思
を
外
部
に
表
示
す

る
こ
と
を
「
意
思
表
示
」
と
い
い
ま
す
。

売
買
や
賃
貸
借
等
の
契
約
は
、「
契
約

を
申
し
込
む
意
思
表
示
」
と
「
こ
れ
を

承
諾
す
る
意
思
表
示
」
が
合
致
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
ま
す
。
民
法
で

は
、契
約
以
外
に
も
、「
解
除
」、「
相
殺
」

な
ど
、
意
思
表
示
に
よ
っ
て
効
力
が
生

じ
る
ケ
ー
ス
が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

意
思
表
示
に
間
違
い
や
嘘
な
ど
が

あ
っ
た
場
合
、
そ
の
効
力
（
契
約
し
た

取
引
は
有
効
な
の
か
）
が
問
題
と
な
り

ま
す
。
こ
の
点
に
つ
き
、
民
法
は
、「
心

裡
留
保
（
し
ん
り
り
ゅ
う
ほ
）」、「
錯
誤
」

等
の
規
定
を
設
け
て
い
ま
す
。

心
裡
留
保
と
は
、
①
先
ほ
ど
の
例

で
、
Ａ
が
物
件
を
借
り
る
気
が
な
い
の

に
賃
貸
の
申
込
み
を
し
た
場
合
、
そ
の

よ
う
な
「
心
裡
留
保
（
＝
真
意
で
な
い

こ
と
を
知
り
な
が
ら
し
た
意
思
表
示
）」

は
、
民
法
上
、
原
則
と
し
て
契
約
の

効
力
に
影
響
し
ま
せ
ん
（
93
①
）。
で

す
か
ら
、
た
と
え
Ａ
に
借
り
る
気
が
な

く
て
も
、
賃
貸
借
契
約
は
有
効
に
成

立
し
ま
す
。
②
こ
れ
に
対
し
、
Ｂ
が
Ａ

の
真
意
を
知
っ
て
い
た
場
合
、
ま
た
は
、

Ｂ
が
Ａ
の
真
意
を
知
る
こ
と
が
で
き
た

場
合
は
無
効
に
な
る
（
つ
ま
り
、
賃
貸

借
の
取
引
が
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
）

と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
（
93
①
た
だ
し

書
き
）。
も
っ
と
も
、
た
と
え
ば
第
三

者
Ｃ
が
、
物
件
に
テ
ナ
ン
ト
Ａ
が
入
っ

て
い
る
と
信
じ
、
大
家
Ｂ
か
ら
そ
の
物

件
を
購
入
し
た
場
合
、こ
の
よ
う
な「
第

三
者
」
に
対
し
て
は
、
取
引
の
無
効
を

主
張
で
き
な
い
（
つ
ま
り
、
Ａ
と
Ｂ
の

賃
貸
借
は
有
効
と
し
て
扱
わ
れ
る
）
と

さ
れ
て
い
ま
す
（
93
②
）。

錯
誤
と
は
、
①
先
ほ
ど
の
例
で
、
Ａ

が
間
違
え
て
別
の
物
件
の
賃
貸
を
申
し

込
み
、
Ｂ
が
こ
れ
を
承
諾
し
た
場
合
、

Ａ
と
し
て
は
「
契
約
を
無
効
に
し
て
ほ

し
い
」、
Ｂ
と
し
て
は
「
契
約
が
無
効

に
な
っ
て
は
困
る
」
と
い
う
問
題
が
生

じ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
Ａ
が
真
意
と
表

示
の
食
い
違
い
に
気
が
つ
か
ず
（
＝
錯

誤
に
よ
り
）
意
思
表
示
を
し
た
場
合
、

民
法
は
、「
重
要
な
部
分
の
錯
誤
で
あ

れ
ば
、
そ
の
意
思
表
示
（
契
約
）
を

取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し

て
い
ま
す
（
95
①
）。
②
こ
れ
に
対
し
、

Ａ
に
重
大
な
過
失
が
あ
っ
た
場
合
は
、

原
則
と
し
て
取
消
し
で
き
な
い
と
さ
れ

て
い
ま
す
（
95
③
）。
も
っ
と
も
、
Ａ

に
重
大
な
過
失
が
あ
っ
た
場
合
で
も
、

Ｂ
が
Ａ
の
錯
誤
を
知
り
な
が
ら
契
約
を

結
ん
だ
場
合
等
は
、
前
記
規
定
（
取

消
し
が
で
き
な
い
旨
の
規
定
）
の
適
用

は
あ
り
ま
せ
ん
（
95
③
一
）。
③
先
ほ

ど
の
例
で
、「
物
件
の
近
く
に
駅
が
で

き
る
と
い
う
情
報
」
が
違
っ
て
い
た
場

合
（
意
思
表
示
の
前
提
と
し
て
事
情

＝
「
動
機
」
に
錯
誤
が
あ
っ
た
場
合
）、

そ
の
動
機
が
相
手
Ｂ
に
表
示
さ
れ
て
い

た
場
合
に
限
り
、
他
の
要
件
を
充
た

せ
ば
取
消
し
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
ま

す
（
95
②
）。

事
業
者
と
消
費
者
の
取
引
で
は
、

情
報
量
や
交
渉
力
の
格
差
が
あ
る
た

め
、
消
費
者
を
保
護
す
る
観
点
か
ら
、

消
費
者
契
約
法
等
に
よ
り
、
民
法
よ

り
も
緩
や
か
な
理
由
で
契
約
の
取
消
し

が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
（
ク
ー
リ
ン
グ

オ
フ
な
ど
）。

国
際
会
計

公
正
価
値
ヘ
ッ
ジ
に
関
す
る
Ａ
Ｓ
Ｕ
、

公
表
─
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ

去
る
３
月
28
日
、
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は

会
計
基
準
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
Ａ
Ｓ
Ｕ

２
０
２
２
―
01「
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
と
ヘ
ッ

ジ
（
ト
ピ
ッ
ク
815
）
―
公
正
価
値
ヘ
ッ

ジ
―
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
層
（portfolio 

layer

）
法
」
を
公
表
し
た
。

Ａ
Ｓ
Ｕ
公
表
の
背
景

Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
が
２
０
１
７
年
に
公
表

し
た
Ａ
Ｓ
Ｕ
２
０
１
７
―
12
「
デ
リ

バ
テ
ィ
ブ
と
ヘ
ッ
ジ
（
ト
ピ
ッ
ク

815
）
―
ヘ
ッ
ジ
活
動
の
会
計
へ
の
的

を
絞
っ
た
改
善
」で「last-of-layer

法
」
が
導
入
さ
れ
た
。

「last-of-layer

法
」
で
は
、
期

限
前
償
還
可
能
な
金
融
資
産
の
ク

ロ
ー
ズ
ド
・
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
ま
た

は
期
限
前
償
還
可
能
な
金
融
商
品
の

ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
よ
り
保
証
さ
れ

る
１
つ
以
上
の
受
益
持
分
に
つ
い
て
、

ヘ
ッ
ジ
期
間
に
わ
た
り
存
在
す
る
こ

と
（
期
限
前
償
還
や
債
務
不
履
行

が
な
い
こ
と
）
を
企
業
が
予
想
し
て

い
る
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ

オ
の
資
産
ま
た
は
負
債
（
最
後
の
層

（last-of-layer

））
の
金
利
リ
ス

ク
を
、「
公
正
価
値
ヘ
ッ
ジ
」
の
「
ヘ
ッ

ジ
対
象
」
と
し
て
指
定
で
き
る
。

「last-of-layer

法
」
の
適
用
条

件
が
満
た
さ
れ
た
場
合
、
期
限
前
償

還
リ
ス
ク
は
ヘ
ッ
ジ
対
象
の
測
定
に

組
み
入
れ
ら
れ
な
い
。
関
係
者
か
ら

「last-of-layer

法
」
の
拡
大
を
希

望
す
る
声
が
挙
が
っ
て
い
た
。
そ
の

声
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
。

Ａ
Ｓ
Ｕ
の
内
容

Ａ
Ｓ
Ｕ
の
主
な
内
容
は
図
表
の
と

お
り
。

（図表）　ASUの改正点
・現行の単一層のみではなく、単一のクローズド・ポートフォリオの複数層のヘッジを
認めるように拡大する。この拡大にあたり、現行の「last-of-layer法」を「ポートフォ
リオ層法」に名称を変更する。
・「ポートフォリオ層法」の範囲を期限前に償還されない金融資産に拡大する。
・「単一層ヘッジでの適格ヘッジ手段は、『時点開始（spot-starting）または将来開始
（forward-starting）の元本定額スワップ』または『時点開始または将来開始の元本償
却スワップ』を含むこと」と「ヘッジする層の数（単一か複数か）が指定するヘッジの数
に対応すること」を規定している。
・現行の単一層モデルと複数層モデルに適用される公正価値のベーシス・アジャストメ
ントの会計と開示に関する追加のガイダンスを提供している。
・クローズド・ポートフォリオに含まれる資産の信用損失の決定にあたり、公正価値の
ベーシス・アジャストメントを考慮する方法を示している。
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去
る
３
月
30
日
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、

特
別
目
的
買
収
会
社
（special 

p
u

rp
o

se
 a

c
q

u
isitio

n 
com

panies

（
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
ｓ
）（
特

定
の
事
業
を
有
さ
ず
、
未
公
開
会

社
や
企
業
結
合
を
目
的
に
設
立
さ

れ
る
企
業
））
に
よ
る
「
新
規
株
式

公
開
」
と
「
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
ｓ
な
ど
の

ペ
ー
パ
ー
カ
ン
パ
ニ
ー
と
非
公
開
企

業
を
含
む
企
業
結
合
（de-SPAC 

transaction

）」
に
つ
い
て
の
開
示

の
強
化
と
投
資
家
保
護
の
た
め
の
新

し
い
規
則
案
と
改
正
案
（
以
下
、「
公

開
草
案
」
と
い
う
）
を
公
表
し
た
。

公
開
草
案
の
改
正
点

公
開
草
案
に
は
、
開
示
の
強
化
と

投
資
家
保
護
に
追
加
し
て
、
次
の
事

項
が
含
ま
れ
て
い
る
。

・
１
９
３
３
年
証
券
法
（
証
券
の
発

行
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
）
で

の
ペ
ー
パ
ー
カ
ン
パ
ニ
ー
を
含
む

企
業
結
合
取
引
の
取
扱
い
に
対
処

し
、
ペ
ー
パ
ー
カ
ン
パ
ニ
ー
を
含

む
取
引
に
適
用
さ
れ
る
財
務
諸
表

の
要
求
を
改
正
す
る
。

・
Ｓ
Ｅ
Ｃ
へ
の
報
告
書
で
の
予
測
の

信
頼
性
の
確
保
の
た
め
、
そ
れ
ら

の
予
測
の
使
用
に
関
す
る
追
加
の

ガ
イ
ダ
ン
ス
を
提
供
す
る
。

・
１
９
４
０
年
投
資
会
社
法
で
の
規

制
の
対
象
に
な
る
時
期
に
つ
い
て
、

金
　
　
融

日
銀
の
緩
和
姿
勢
維
持
で
円
安
加
速
も

経理用語の豆知識

外
国
為
替
市
場
で
円
安
・
ド
ル
高

が
進
ん
で
い
る
。
３
月
28
日
の
ド
ル

／
円
相
場
は
、
２
０
１
５
年
８
月
以

来
の
１
２
５
円
台
ま
で
上
昇
し
、
１

日
で
３
円
余
り
の
急
速
な
上
昇
幅
と

な
っ
た
。
そ
の
後
も
ボ
ラ
テ
ィ
リ

テ
ィ
の
高
い
商
状
が
続
い
て
い
る
。

円
安
の
要
因
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
情

勢
や
ア
メ
リ
カ
の
利
上
げ
加
速
で
ド

ル
が
買
わ
れ
や
す
い
地
合
い
に
あ
っ

た
こ
と
に
加
え
て
、
日
本
の
経
常
赤

字
の
拡
大
や
日
銀
の
明
確
な
金
融
緩

和
姿
勢
の
維
持
な
ど
が
あ
る
。
こ
の

た
め
、
ド
ル
高
と
い
う
よ
り
円
安
が

進
ん
だ
状
況
だ
。
実
際
に
１
２
５
円

台
ま
で
の
ド
ル
／
円
の
上
昇
局
面

その他の記載内容

2020年11月の監査基準の改訂により、監査報告書に
おいて、記述情報を含むその他の記載内容について、監
査人の責任や実施した手続の結果として報告すべき事項
の有無等に関する記載が求められることとなり、「その他
の記載内容」の区分が新設されることとなった。その他の
記載内容とは、監査した財務諸表および監査報告書が含
まれる開示書類のうち、財務諸表および監査報告書以外
の法令等または慣行に基づき作成された情報をいう。

その他の記載内容は、監査報告書の日付以前に監査人
が入手した対象となる報告書（財務諸表および監査報告
書を除く）および監査報告書の日付より後に監査人に提
供されることが予想される報告書から構成される。

監査人は、監査した財務諸表との重要な相違を識別す
るため、その他の記載内容を通読しなければならない。ま
た、重要な相違を識別した場合、修正する必要があるかど
うか判断しなければならない。

変動対価と返金負債

変動対価とは、顧客と約束した対価のうち変動する可
能性のある部分をいう。契約において、顧客と約束した対
価に変動対価が含まれる場合、財またはサービスの顧客
への移転と交換に企業が権利を得ることとなる対価の額
を見積ることになる。変動対価の見積りにあたっては、最
頻値または期待値による方法のいずれかのうち、企業が
権利を得ることとなる対価の額をより適切に予測できる
方法を用いる。

顧客から受け取ったまたは受け取る対価の一部あるい
は全部を顧客に返金すると見込む場合、受け取ったまた
は受け取る対価の額のうち、企業が権利を得ると見込ま
ない額について、返金負債を認識する。たとえば、返品権
付きの商品または製品を販売した場合は、返品されると
見込まれる商品または製品については収益を認識せず、
受け取ったまたは受け取る対価の額で返金負債を認識す
る。返金負債の額は、各決算日に見直される。

適
用
関
係

Ａ
Ｓ
Ｕ
は
、
２
０
２
２
年
12
月
16

日
以
降
開
始
す
る
年
度
か
ら
適
用
さ

れ
、
早
期
適
用
は
認
め
ら
れ
る
。

国
際
会
計

Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
の
開
示
に
関
す
る
規
則
案
、

公
表
─
Ｓ
Ｅ
Ｃ

Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
ｓ
の
評
価
を
支
援
す
る

（
公
開
草
案
で
は
特
定
の
条
件
を
満

た
す
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
ｓ
は
、
１
９
４
０

年
投
資
会
社
法
に
基
づ
く
登
録
を

要
求
さ
れ
な
い
）。

コ
メ
ン
ト
期
間

コ
メ
ン
ト
期
間
は
、「
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の

公
開
日
か
ら
60
日
間
（
２
０
２
２
年

５
月
31
日
ま
で
）」
と
「
連
邦
官
報

で
の
公
開
日
か
ら
30
日
間
」の
う
ち
、

い
ず
れ
か
長
い
期
間
と
な
る
。

で
、
米
ド
ル
は
ユ
ー
ロ
な
ど
対
他
通

貨
で
は
明
確
な
ト
レ
ン
ド
は
み
せ

ず
、
円
が
ユ
ー
ロ
を
含
む
複
数
の
通

貨
に
対
し
て
下
落
ト
レ
ン
ド
を
み
せ

て
い
る
。

日
銀
は
、
２
月
も
実
施
し
た
10
年

ゾ
ー
ン
国
債
の
利
回
り
０
・
２
５
％

で
の
無
制
限
買
い
オ
ペ
に
つ
い
て
、

３
月
29
日
か
ら
３
日
間
連
続
で
実
施

す
る
こ
と
に
し
た
。
さ
ら
に
、
30
日

に
実
施
し
た
通
常
の
買
い
オ
ペ
も
３

年
～
10
年
ゾ
ー
ン
で
増
額
し
た
。
こ

れ
は
イ
ー
ル
ド
カ
ー
ブ
で
み
る
と
、

10
年
金
利
の
上
限
設
定
期
間
を
延
長

し
、
新
た
に
３
年
～
10
年
で
よ
り
強

く
押
し
下
げ
圧
力
を
加
え
、
フ
ラ
ッ
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この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考 掲載号

2022年 
３月25日

「記述情報の開示の好事例集
2021」の更新 金融庁

新たに「監査の状況」および「役員の報酬等」の開示の好事例を追加するも
の。
https://www.fsa.go.jp/news/r3/singi/20220325.html

―

2022年 
３月25日

有価証券報告書の作成・提出に
際しての留意すべき事項及び有
価証券報告書レビューの実施に
ついて（令和４年度）

金融庁

有報の作成・提出に際しての留意事項としては、収益認識基準を踏まえ
た財務諸表等規則等の改正、および時価算定会計基準等を踏まえた財務
諸表等規則等の改正が挙げられている。レビューの重点テーマは収益認
識基準となっている。
https://www.fsa.go.jp/news/r3/sonota/20220325.html

―

2022年 
３月28日

監査・保証実務委員会実務指針
103号「訂正報告書に含まれる
財務諸表等に対する監査に関す
る実務指針」の改正

JICPA
監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」
に関連する後発事象への対応等として見直されたもの。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20220328tiq.html

―

2022年 
３月31日

公開草案IFRS S1「サステナビリ
ティに関連する財務情報開示の
全般的要求事項」、公開草案IFRS 
S2「気候関連開示」

ISSB

サステナビリティ開示の包括的なグローバルベースラインを形成する
ことを目的に開発されたもの。TCFDの推奨に基づき構築され、SASB
基準から派生した産業別の開示要求を組み込んでいる。コメント期限は
いずれも７月29日。本年末までの公表を目指すとしている。
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2022/03/issb-
delivers-proposals-that-create-comprehensive-global-baseline-of-
sustainability-disclosures/

―

証
　
　
券

新
年
度
入
り
の
株
式
市
場

だ
。
11
月
に
中
間
選
挙
を
控
え
た
ア

メ
リ
カ
が
国
内
の
イ
ン
フ
レ
抑
制
に

重
点
を
置
く
と
予
想
さ
れ
、
そ
の
場

合
は
ド
ル
高
が
望
ま
し
い
か
ら
だ
。

当
面
は
、
直
近
の
高
値
で
あ
り
、

黒
田
日
銀
総
裁
が
７
年
前
に
言
及
し

た
水
準
で
、
実
質
的
に
日
銀
が
容
認

す
る
ド
ル
／
円
相
場
の
上
限
（
黒
田

ラ
イ
ン
）と
み
ら
れ
て
い
る「
１
２
５

円
」
が
上
値
抵
抗
水
準
と
な
り
そ
う

だ
。
し
か
し
、こ
れ
を
超
え
て
円
安
・

ド
ル
高
が
進
め
ば
、
円
安
が
さ
ら
に

加
速
す
る
可
能
性
も
出
て
き
た
。

３
月
下
旬
、
世
界
の
株
価
は
ウ
ク

ラ
イ
ナ
情
勢
の
展
開
が
不
透
明
感
を

強
め
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
基

本
的
に
上
向
き
で
推
移
し
た
。た
だ
、

ア
ジ
ア
の
一
角
で
は
株
価
が
も
た
つ

き
、
高
原
状
態
に
あ
る
。
こ
れ
は
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
へ
の
感
染
状
況

の
悪
化
を
反
映
す
る
も
の
だ
ろ
う
。

日
本
株
は
欧
米
主
要
国
株
と
同
様

に
上
げ
基
調
を
維
持
し
た
。
各
国
の

投
資
家
は
３
月
中
旬
の
米
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の

利
上
げ
実
施
と
い
う
新
た
な
事
態
を

吸
収
し
、
消
化
し
た
と
考
え
た
の
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
日
本
市
場
で
は
日

本
銀
行
が
米
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
利
上
げ
政
策

に
追
随
せ
ず
、
逆
に
金
利
上
昇
を
抑

制
す
る
た
め
、
連
続
指
し
値
オ
ペ
と

い
う
荒
技
で
国
債
買
入
れ
を
増
額
さ

せ
た
。
日
銀
は
、
巨
額
に
達
し
た
国

債
残
高
が
金
利
上
昇
に
よ
っ
て
国
債

利
払
い
費
の
急
増
を
も
た
ら
す
こ
と

を
懸
念
し
た
、
と
の
見
方
も
あ
る
。

し
か
し
、利
上
げ
を
回
避
す
れ
ば
、

ア
メ
リ
カ
を
始
め
主
要
国
と
の
金
利

差
が
拡
大
し
、
円
安
が
進
行
す
る
。

円
相
場
は
あ
っ
と
い
う
間
に
１
ド
ル

＝
１
２
５
円
を
突
破
、
６
年
半
ぶ
り

の
円
安
水
準
に
達
し
た
。
円
安
は
物

価
上
昇
を
も
た
ら
し
て
、
消
費
者
の

生
活
を
苦
し
め
る
が
、
海
外
市
場
へ

の
依
存
度
の
高
い
製
造
業
の
収
益
を

好
転
、
増
加
さ
せ
る
。

折
か
ら
、
３
月
決
算
月
の
た
め
、

２
０
２
１
年
度
決
算
の
上
方
修
正
に

つ
な
が
り
、
期
末
の
日
本
株
価
を
押

し
上
げ
た
一
因
と
み
ら
れ
る
。
日
本

経
済
で
は
、
４
月
か
ら
新
年
度
入
り

と
な
る
。
株
式
市
場
の
展
開
も
気
に

な
る
と
こ
ろ
だ
が
、そ
れ
は
米
経
済
、

米
株
価
の
動
向
次
第
で
あ
ろ
う
。

米
経
済
は
コ
ス
ト
・
プ
ッ
シ
ュ
型

イ
ン
フ
レ
の
進
行
を
金
融
政
策
で
封

じ
込
め
、
景
気
後
退
を
回
避
し
て
ソ

フ
ト
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
導
け
る
か
、

が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
イ
ン
フ
レ
進

行
が
現
在
の
見
通
し
よ
り
、
加
速
・

長
期
化
す
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
金
利

引
上
げ
・
金
融
引
締
め
を
強
化
せ
ざ

る
を
得
ず
、
つ
い
に
は
景
気
後
退
と

な
る
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
イ
ン
フ
レ
が
次
第
に
ピ
ー

ク
ア
ウ
ト
の
様
相
を
示
し
て
く
れ

ば
、
現
在
想
定
さ
れ
る
利
上
げ
回
数

も
減
り
、
景
気
ソ
フ
ト
ラ
ン
デ
ィ
ン

グ
の
展
望
の
可
能
性
も
あ
る
。

前
者
の
場
合
、
世
界
不
況
、
世
界

同
時
株
安
が
懸
念
さ
れ
る
が
、
後
者

で
あ
れ
ば
、
世
界
的
な
ゴ
ル
デ
ィ

ロ
ッ
ク
ス
（
適
温
）
相
場
の
再
現
も

期
待
さ
れ
る
。

ト
化
を
抑
え
た
こ
と
に
な
る
。

ア
メ
リ
カ
や
ユ
ー
ロ
圏
の
金
融
政

策
が
引
締
め
方
向
な
の
に
対
し
て
、

日
本
だ
け
が
異
な
る
方
向
で
動
く
こ

と
が
一
層
明
確
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

１
月
（
前
年
同
月
比
）
の
消
費
者
物

価
上
昇
率
が
、
ア
メ
リ
カ
７
％
台
、

イ
ギ
リ
ス
と
ユ
ー
ロ
圏
が
５
％
台
を

上
回
る
の
に
対
し
、
日
本
は
４
月

以
降
に
２
％
台
前
半
で
推
移
し
そ
う

で
、
当
面
は
現
状
の
緩
和
姿
勢
維
持

が
見
込
ま
れ
る
。

ま
た
、
今
回
当
局
に
よ
る
大
規
模

な
為
替
市
場
介
入
の
実
施
は
不
透
明


